
 

 

 

 

 

 

 

    

☆☆☆☆    医療観察法病棟医療観察法病棟医療観察法病棟医療観察法病棟がががが完成完成完成完成へへへへ    

 平成２４年３月から工事を進めてまいりました増築工事が、2 月末をもって完成の運びとなりました。 

 平成２５年４月から医療観察法病床 8 床の運用を始めます。（既存病棟の 2 床は廃止） 

 

【【【【医療観察法医療観察法医療観察法医療観察法制度制度制度制度のののの概要概要概要概要】】】】    

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（医療観察法）は、心神喪失又は

心神耗弱の状態で、重大な他害行為を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的と

した制度です。 

 

【【【【医療観察法病棟医療観察法病棟医療観察法病棟医療観察法病棟外観外観外観外観】】】】 

屋上ガーデン 

 

 

※平成 25 年 2 月２０日現在 

 

【【【【医療観察法医療観察法医療観察法医療観察法のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ】】】】    

 医療観察法病棟に入院される方は､検察官の申立により、裁判官と精神科医の合議による審判の結果、治療により

社会復帰可能であると判断された場合に、裁判所が入院を決定します。その後、地方厚生局が入院先の指定入院機

関を決定します。 

 

 

 

 

 

          （心神喪失等を理由） 

             

 

 

 

 

 

 

 

山口県立こころの医療センター広報誌 

 

  

 

 

編集 広報委員会 

発行 山口県立こころの医療センター 

   山口県宇部市東岐波４００４－２ 

   ℡ 0836-58-2370（代表）     
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 交通アクセスのご案内 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

地方独立行政法人山口県立病院機構地方独立行政法人山口県立病院機構地方独立行政法人山口県立病院機構地方独立行政法人山口県立病院機構    

山口県立山口県立山口県立山口県立こころのこころのこころのこころの医療医療医療医療センターセンターセンターセンター    

〒755-0241 

山口県宇部市東岐波4004-2 

TEL:0836-58-2370（代表） 

  :0836-58-2327（外来直通） 

FAX:0836-58-6503 

URL:http://www.y-kokoro.jp/ 

メルクス

宇部

ローソン

サンパーク

あじす

道の駅

あじす

阿知須駅

至

善和
阿知須

ＩＣ

宇部東

ＩＣ

宇部南

ＩＣ

宇部

ＩＣ

丸尾駅

至

小野田ＩＣ

きらら

ドームあじす

スパホテル

山陽自動車道

山
口
宇
部
有
料
道
路 岐波駅

床波駅

山口宇部

医療センター

東岐波小学校

東岐波中学校

宇部興産中央病院
ポプラ

当院当院当院当院


